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【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  29/10     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  29/72     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/94     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/10     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/08     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ   29/10     ＺＡＢＡ
   Ｂ０１Ｊ   29/72     　　　Ａ
   Ｂ０１Ｄ   53/36     １０２Ａ
   Ｂ０１Ｄ   53/36     １０２Ｈ
   Ｆ０１Ｎ    3/10     　　　Ａ
   Ｆ０１Ｎ    3/08     　　　Ｂ
   Ｆ０１Ｎ    3/24     　　　Ｃ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年10月24日(2017.10.24)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンモニアを窒素およびＮＯxに酸化するための触媒であって、前記触媒は、６未満の
シリカ／アルミナ比（ＳＡＲ）を有するアルミノケイ酸塩モレキュラーシーブを含み、且
つ当該モレキュラーシーブは銅および白金の両方を含み、及び
　前記白金は、ゼロ原子価または金属白金を所定量で含み、
　前記ゼロ原子価または金属白金は、よく面が切り出された粒子の状態であり、該粒子は
１０～５０ｎｍの粒径を有し、及び
　前記白金及び前記銅の活性部位が物理的に分離されたまま残存することを特徴とする触
媒。
【請求項２】
　前記アルミノケイ酸塩モレキュラーシーブは、ＦＡＵ、ＭＦＩ、ＭＯＲ、ＢＥＡ、ＨＥ
Ｕ、およびＯＦＦから選択される結晶骨格型を有するゼオライトを含む、請求項１に記載
の触媒。
【請求項３】
　ウォッシュコート当たりの重量基準で、１重量％以下のＰｔおよび５重量％以下の銅を
有する、請求項１に記載の触媒。
【請求項４】
　前記触媒は、耐火性セラミック担体上にコーティングされる、請求項１に記載の触媒。
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【請求項５】
　前記基材上の前記モレキュラーシーブの総装填量は、総触媒量に基づいて０．３ｇ／ｉ
ｎ3～３．０ｇ／ｉｎ3［（０．３／２５．４３）ｇ／ｍｍ3～（３．０／２５．４３）ｇ
／ｍｍ3］の範囲である、請求項４に記載の触媒。
【請求項６】
　ディーゼルまたは希薄燃焼車両の排気ガス流中に生成した排出物を処理するための方法
であって、前記方法は、
　車両のエンジン排気流を少なくともＮＯx低減触媒を通過させる工程、
　前記ＮＯx低減触媒から出たアンモニア含有前記排気流を、酸化触媒を通過させる工程
を含み、
　前記酸化触媒は、１５未満のシリカ／アルミナ比（ＳＡＲ）を有するモレキュラーシー
ブを含み、及び当該モレキュラーシーブは焼成されたイオン交換銅およびイオン交換白金
の両方を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記ＮＯx低減触媒は、ＳＣＲ触媒、希薄ＮＯx捕捉触媒、または前記ＮＯx低減触媒か
らのアンモニアスリップをもたらすＮＯxの破壊のための他の触媒のうちの１つ以上から
選択される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記モレキュラーシーブはゼオライトを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　排気ガス流を処理するためのシステムであって、
　前記排気ガス流と連通するＳＣＲ触媒と、
　前記排気ガス流と連通し、前記ＳＣＲ触媒から上流に位置するアンモニアまたはアンモ
ニア前駆体注入ポートと、
　前記排気ガス流と連通し、前記ＳＣＲ触媒から下流に位置する、請求項１に記載の触媒
と、を含む、システム。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】
  本明細書で使用される場合、「イオン交換」または「金属交換」（例えば、「銅交換」
）によって、金属がモレキュラーシーブ材料上、またはモレキュラーシーブ材料中に支持
されることになる。少なくとも幾つかの金属はイオン型であり、１つ以上の実施形態にお
いて、該金属の一部は、ゼロ原子価または金属型であってもよく、あるいは金属酸化物凝
縮物の形態であってもよい。本明細書で用いる場合、触媒中の金属の重量パーセントは、
その金属が支持されているウォッシュコート層の重量に対する、特定の金属、例えば銅ま
たは白金の重量の比率を指す。
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